
(38
)
天
啓
七
年
七
月
　

〔〇
八
-
〇
三
〕

の
ほ
ぼ
同
文
の
引
用
中

で
は
三
年

三
月
と
あ
る
。
天
啓
三
年
三
月
付

の
礼
部

の
咨

〔〇
四
‐
〇
六
〕
に
琉

球
は
方
物
を
貢
す
る
の
み
云
々
と
同
趣
旨

の
文
章
が
あ
り
、
〔〇
八
‐
〇

三
〕
は
こ
れ
に
よ
り
書
き
改
め
た
も

の
か
。

(39
)
保
結
　
官
庁
に
提
出
す
る
保
証
状
、
ま
た
官
吏
が
応
選
す
る
時
な
ど
の

身
元
保
証
状
。

(40
)
呉
鶴
齢
　

国
頭
親
方
朝
致
。
?
‐

一
六
三
五
年
。
向
氏
小
禄
御
殿

の
四

世
。
大
宜
味
家

の
初
代

(向
鶴
齢
と
追
贈
)
。
尚
豊
王
代
の
三
司
官

(
一

六
二
二
-

三
五
年
)。
崇
禎
七
年
、
尚
豊
の
冊
封
謝
恩
使
と
し
て
蔡
堅

と
と
も
に
渡
明
し
、
貢
期

の
回
復
を
果
た
し
た

(『大
百
科
』
)。

(41
)
孟
貴
仁
　
今
帰
仁
親
方
宗
能
。
生
没
年
不
詳
。
首
里
毛
氏
三
世
か
(『市

史
宝
案
抄
』
三
二
二
頁
)
。

(42
)
毛
泰
運
　
豊
見
城
親
方
盛
良
。

一
五
八
六
‐

一
六
四
二
年
。
毛
氏
(豊

見
城
家
)
六
世
。
一
六
二
七
年

か
ら
四
二
年
ま
で
三
司
官
(
『大
百
科
』
)。

(
43
)
印
結
　

〔
一
八
‐
二
三
〕

(標
題
は

「
請
封
の
通
国
の
甘
結
」)
。
語
注
な

ど
は
そ
の
項
を
参
照
。
引
用
は

「請
封

の
事
宜
」
よ
り
注

(45
)
ま
で
。

(44
)
海
圍
　

〔
一
八
-
二
三
〕
で
は
海
圉

。
海
国
の
意
か
。

(45
)
等

の
因
あ
り
　
注

(43
)
の
印
結
の
引
用
の
終
り
。

(46
)
会
勘
　
会
は
会
同
の
意
。
共
同
で
調
査
す
る
こ
と
。

(47
)
行
礼
　
儀
式
を
行
う
。

(48
)
等
の
因
あ
り
　
注

(1
)
の
礼
部

の
題
の
終
り
。

(49
)
該
本
部
題
請
　

「正
使
」
以
下

「授

封
せ
し
め
ん
、
等
の
因
あ
り
」
ま

で
。
後
出

の
礼
部
尚
書

の
具
題
に
同
じ
。
な
お
、
こ
の
題

に
よ
り
、
杜

三
策
ら
の
派
遣
が
決
定
さ
れ
た

(
『崇
禎
長
編
』
崇
禎
二
年
六
月
甲
寅

朔
の
条
)。
ま
た
、
関
連

の
何
如
寵

の
疏

(『同
書
』
同
年
閏
四
月
丙
辰

の
条
)
が
あ
る
。

(50
)
何

(如
寵
)

崇
禎
元
年
六
月
よ
り
二
年
十
二
月
ま
で
礼
部
尚
書
に
在

任

(『明
人
伝
記
』
二
七
〇
頁
)
。

1-04-09

礼
部
よ
り
国

王
尚
豊
あ
て
、
貢
期
を
三
年

二
貢

に
復
し
、
船

一
隻

の
増

加
等

の
許
可
を
知
ら
せ
る
咨

(
一
六
三
四
、

一
一
、
二
八
)

礼
部
、
藩
臣
、
政
を
嗣
ぎ
て
恭
し
く
聖
恩
に
謝
し
、
旧
典
に
欽
遵
し
て
貢

職
を
修
め
て
以
て
忠
忱

を
竭
す
事
の
為
に
す
。

該
本
部
題
す
。
主
客
清
吏
司
の
案
呈
は
、
本
部
の
送
れ
る
礼
科
の
抄
出
を

奉
ず
る
も
の
な
り
。
琉
球
国
中
山
王
尚
豊
、
前
事
を
奏
す
る
の
内

に
称
す
ら

く
、
欽
差
の
正
使
戸
科
左
給
事
中
杜
三
策

・
副
使
行
人
司
司
正
楊
■
、
詔
勅

を
齎
捧
し
、
臣
を
封
じ
て
中
山
王
と
為
し
、
臣
に
欽
賜
の
冠
服
等

の
項
を
、

并
び
に
臣
の
妃
に
綵
幣
等

の
物
を
授
く
る
を
荷
蒙
す
。
臣
、
百
官
を
率

い
て

北
向
し
、
叩
頭
し
て
謝
恩
す
る
の
外
、
窃
か
に
惟
う
に
、
臣
は
遠
く
海
東
に

処
り
て
荒
島
に
僻
居
す
る
も
、

一
統
の
正
朔
を
奉
じ
、
累
朝
の
深
恩
を
　
荷

く
す
。
遡
れ
ば
太
祖
高
皇
帝
よ
り
以
て
今
日
に
至
る
ま
で
、
実
に
威
霊

に
憑

藉
し
て
此
の

一
方
を
保
て
り
。
茲

に
蓋
し
伏
し
て
皇
帝
陛
下
の
湛
恩
も
て
海

外
を
遺
て
ず
、
爰
に
五
等
の
封
を
班
ち
、
愷
沢

普
く
遐
陬

に
施
す
に
遇
う
。

臣
、
三
錫
の
賜
を
荷
く
し
、
臣
即
ち
頂
踵
を
捐
糜

す
る
も
、
以
て
大
君
に
補

報
し
難
し
と
為
す
。
計
る
に
惟
だ
貢
職
も
て
勤
修
し
て
差
先
祖
を
継
述
す
可



き
の
み
。
伏
し
て
覩
る
に
、
太
祖
高
皇
帝
の
旧
典
に
、
臣
の
国
の
三
年
両
貢

を
欽
定
す
。
臣
の
先
世
の
貢
献

の
程
式
を
稽
う
る
に
、
方
物
は
加
う
る
有
り
。

天
啓
三
年

(
一
六
二
三
)
に
至
り
、
旨
を
奉
ず
る
に
、
矜
恤

し
培
植
し
て
暫

く
貢
期
を
寛
め
、
冊
封
の
後
を
侯
ち
て
定
奪
す
、
と
あ
り
。
伏
し
て
思
う
に
、

臣
の
国
の
来
享
は
最
も
久
し
く
、
恩
を
受
く
る
は
最
も
深
し
。
即
ち
三
年
両

貢
は
猶
お
忠
款

の
忱
を
少
し
く
■
す
に
足
ら
ず
。
而
る
を
況
ん
や
五
年
は
伊

遠
し
。
豈

に
此
の
源
来
の
■
慕
の
念
を
悉
す
を
得
ん
や
。
区
区
た
る
愚
忠
も

て
冒
昧
を
揣
ら
ず
、
陳
請
し
て
懇
乞
す
ら
く
は
、
皇
上
、
蟻
誠
を
俯
念
し
て

芹
献
を
棄
て
ず
、
旧
制

に
准
依
し
て
三
年
両
貢
の
常
期
に
復
し
、
臣
を
し
て

先
代
の
増
加
の
定
例
に
循
わ
し
め
ん
こ
と
を
。
小
国
の
恭
順
は
祖
孫
に
替
わ

ら
ず
、
聖
朝
の
恩
波
は
長
く
世
世
を
沐
す
に
庶
か
ら
ん
、
等
の
因
あ
り
。
具

奏
し
て
崇
禎
七
年

(
一
六
三
四
)
十
月
初
四
日
、
聖
旨
を
奉
ず
る
に
、
王
の

奏
謝
を
覧
た
り
。
知
道
了
。
請
う
所
の
貢
期
は
、
該
部
看
議
し
て
具
奏
せ
よ
、

と
あ
り
。
此
れ
を
欽
む
。
欽
遵
し
て
抄
出
し
、
部
に
到
る
。

随
い
で
福
建
等
処
承
宣
布
政
使
司
の
咨
呈
を
准
く
。
琉
球
国
中
山
王
尚
豊

の
咨
を
准
く

る
に
称
す
ら
く
、
第
だ
窮
陬

の
土
産
は
惟
だ
馬
匹

・
硫
黄
有
る

の
み
。
区
区
た
る
を
も
揣
ら
ず
、
謹
ん
で
邇

の
年
の
常
貢
の
外
に
、
旧
制
に

遵
依
し
て
馬
六
匹
を
増
し
て
共
に
十
匹
と
成
し
、
硫
黄
は

一
万
斤
を
増
し
て

共
に
二
万
斤
と
成
し
、
螺
殻
は
三
千
個
と
す
。
是
れ
豊
の
祖
先
世
代
の
定
制

に
し
て
、
微
か
芹
曝
の
愚
忠
を
効
す
者
な
り
。
但
だ
計
る
に
、
貢
物

.
人
馬

は
頗
る
重
し
。

一
船
に
装
載
す
れ
ば
恐
ら
く
は
波
濤
を
遠
渉
し
難
し
。
須
ら

く
分
か
ち
て
両

つ
と
為
す
べ
し
。
不
測
の
虞
を
免
れ
、
乃
ち
以
て
駕
運
し
て

進
献
す
る
を
得
る
に
庶
か
ら
ん
。
其
の
原
擬
す
る
の
貢
期
に
於
て
は
、
聖
旨

を
荷
蒙
す
る
に
、
冊
封
の
後
、
奏
請
す
れ
ば
定
奪
す
る
を
准
す
。
伏
し
て
乞

う
、
具
題
し
て
祖
制
に
仍
り
遵
い
て
三
年
両
貢
せ
し
め
ん
こ
と
を
、
等
の
因

あ
り
。
部
に
到
れ
ば
司
に
送
る
。
案
呈
し
て
部
に
到
る
。

該
臣
等
看
得
す
る
に
、
貢
期
は
原
よ
り
定
限
有
り
。
該
国
の
三
年
両
次
の

朝
貢
は
載
し
て
会
典
に
在
り
て
甚
だ
明
ら
か
な
り
。
天
啓
三
年

(
一
六
二
三
)
、

臣
の
部
の
題
請
を
経
て
、
欽
依
も
て
其
れ
五
年

一
次
と
定
む
る
は
、
原
よ
り

該
国
の
曾
て
倭
難
に
遭
う
に
因
り
、
故
に
暫
く
貢
期
を
展

べ
て
、
以
て
体
恤

を
示
す
。
然
れ
ば
当
に
冊
封
の
後
、
奏
請
す
れ
ば
定
奪
す
、
と
の
旨
を
奉
有

し
た
る
べ
し
。
今
冊
封
の
典
、
既
に
頒
て
ば
、
則
ち
朝
貢

の
期
は
宜
し
く
復

す
べ
し
。
且

つ
該
国
は
素
よ
り
忠
順
を
称
し
、
今
茲

の
請
は
情
詞
懇
切
な
り
。

当
に
其
の
■
化
を
嘉
し
て
三
年
の
制
に
仍
り
従
う
べ
き
者

に
似
た
る
な
り
。

若
し
生
息
未
だ
久
し
か
ら
ざ
る
を
以
て
、
再
た
与
う
る
に
期
を
寛
む
る
を
以

て
す
る
も
、
此
れ
又
、
聖
明
の
特
恩
に
係
わ
り
、
臣
等
の
敢
え
て
議
す
る
所

に
非
ず
。
常
貢
の
外
に
馬
六
匹

・
硫
黄
万
斤

・
螺
殻
三
千
を
増
さ
ん
と
欲
す

る
に
至
り
て
は
、
義
を
慕
う
こ
と
嘉
す
可
く
、
相
応
に
俯
従
す
べ
し
。
但
だ

船

一
隻
を
増
す
に
、
須
ら
く
用
う
べ
き
駕
船
の
人
は
、
該
国
自
ら
当
に
斟
酌

し
て
量
加
す
る
も
、
会
典
に
載
す
る
所
の
毎
船
に
百
人
を
過
ぐ
る
を
得
ざ
る

の
数
に
遵
照
し
、
用
い
て
以
て
恭
順
を
昭
ら
か
に
し
、
恪
謹
を
表
す
べ
き
な

り
、
等
の
因
あ
り
。
崇
禎
七
年

(
一
六
三
四
)
十

一
月
十
七
日
、
太
子
少
保

本
部
尚
書
兼
翰
林
院
学
士
加
俸

一
級
李

(康
先
)
等
具
題
し
、
十
九
日
聖
旨

を
奉
ず
る
に
、
海
藩
、
貢
期
を
復
し
方
物
を
加
進
す
る
を
請
う
。
情
詞
は
真



に
懇
な
り
。
議

に
依
り

て
允
従

し
、
其

れ

一
船
を
量
増
す

る
も
、
水
手

の
数

は
百

に
盈
た
ざ
ら
し
め
、
併

せ
て
諭

し
て
、

遵
行
し

て
以

て
恪
順
を
昭
ら
か

に
せ
し

め
よ
、
と
あ
り
。
此
れ
を
欽

む
。
欽

遵
し

て
抄
出
し
、
案
呈
し

て
部

に
到

る
。
擬
す
る

に
合

に
就

ち
行
う

べ
し
。

此

の
為

に
、
合

に
貴

国

に
咨

す

べ
し
。
欽
依
内

の
事
理

に
依
奉
し
、
会
典

に
遵

照
し

て
三
年
両
次

に
朝

貢
し
、

其
れ
方
物
を
加
進

し

一
船

を
量
増

す
る
も
、

水
手

の
数
は
百

に
盈
た
ざ

ら
し

め
、
欽
遵

し
恪

順
し
て
施
行

せ
よ
。
須
ら
く
咨

に
至
る

べ
き
者

な
り
。

右
、
琉
球

国
王
に
咨

す

崇
禎
七
年

(
一
六
三
四
)
十

一
月

二
十
八

日
　

対
同
せ
る
都
吏
　
薛

大
勲

再

対
し
て
之
を
正
す

藩
臣
、
政
を
嗣
ぐ
等
の
事

注

(1
)
尚
豊
…
奏
す
る
　
尚
豊
の
奏
は

「欽
差

の
」
よ
り
注

(15
)
ま
で
。

(2
)

一
統
の
正
朔
を
奉
じ
　
正
朔
は
暦
。
皇
帝
が
暦
を
頒
布
し
て
天
下
を
統

一
し
た
こ
と
か
ら
、
皇
帝
の
臣
民
と
な
る
意
。

(3
)
憑
藉
　

よ
る
、
た
よ
る
。

(4
)
五
等
　
爵

の
五
階
級
。
公
侯
伯
子
男
。

(5
)
遐
陬
　

遠
方
の
土
地
。
辺
地
。

(6
)
三
錫
　
古
代
、
君
主

に
仕
え
る
者
は

一
命
で
爵
を
、
再
命
で
衣
服
を
、

三
命
で
位
と
車
馬
を
賜
わ

っ
た
。
こ
こ
で
は
、
琉
球
国
王
に
冊
封
さ
れ

る
こ
と
。

(7
)
頂
踵
を
捐
糜

す
　
頂
踵
は
頭
と
足
。
捐

は
す
て
る
、
糜

は
ほ
ろ
ぼ
す
。

全
身
を
な
げ
う

つ
の
意
か
。

(8
)
三
年
両
貢
　

三
年
二
貢
に
同
じ
。琉
球

の
貢
期
に
関
し
て
現
存
の
大
明

会
典
に
は
「祖
訓
、
大
琉
球
国
朝
貢
不
時
。
…
中
山
王
世
称
尚
氏
、
諭

令

二
年

一
貢
。」
と
記
す
の
み
で
あ
る

(『正
徳
会
典
』
巻
九
七
、
『万

暦
会
典
』
巻

一
〇
五
)
。
ま
た

〔
一
九
‐
〇

一
〕

(崇
禎
三
年
)
の
礼
部

咨
の
引
用
に

「琉
球
国
向
係
二
年

一
貢
、
会
典
開
載
甚
明
。
」
と
あ
り
、

ま
た
〔
一
九
‐
二
三
〕
(崇
禎
八
年
)
に
も
三
年
両
貢
は
会
典
に
合
わ
ず
、

と
の
言
が
あ

っ
て
、
当
時
も
明
会
典
に
三
年
二

(両
)
貢
の
文
字
は
な

か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
態
と
し
て
琉
球
の
朝
貢
は
、
そ
の
初
期

に

は
不
定
期
で
あ

っ
た
が
、
や
が
て

一
年

一
貢
が
常
態
と
な
り
、
成
化
十

一
年

(
一
四
七
五
)
以
降
は
二
年

一
貢
が
定
制

で
あ
る

(正
徳
年
間
〈
一

五
〇
七
‐

二

一
〉
の
み
は

一
年

一
貢
が
許
さ
れ
た
。
『明
実
録
』
正
徳

二
年
三
月
丙
辰

の
条

・
嘉
靖
元
年
五
月
戊
午
の
条
参
照
。
)
現
存
の
文

書
で
三
年
二
貢
と
あ
る
最
も
早
い
例
は
万
暦

二
十
二
年
の
世
子
尚
寧
の

咨(〔〇
七
-
〇
二
〕
参
照
)
で
あ
り
、
琉
球
が
三
年
二
貢
を
常
例
と
称

す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
あ
る
い
は
こ
の
頃
か
ら
か
。
『明
実
録
』

で

は
入
貢
年
次
が
明
確
で
な
い
が

『歴
代
宝
案
』

の
入
貢
の
記
録
か
ら
、

嘉
靖
以
降
は
二
年

一
貢
が
ほ
ぼ
順
守
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
、

ま
た
本
文
書
の
三
年
二
貢
の
許
可
よ
り
以
後
も
二
年

一
貢
で
あ
る
こ
と

か
ら

(「年
時
順
目
録
」
参
照
)
、
三
年
二
貢
は
事
実
上
二
年

一
貢
と
同

じ
制
度
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
本
文
書

の
後
で
、
礼
部
が
「該
国
三
年

両
次
朝
貢
、
載
在
会
典
甚
明
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
こ
の
事
情
を
礼

部
が
承
知
し
て
言

っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

(9
)
程
式
　
規
程
。

(10
)
矜
恤
　

あ
わ
れ
み
め
ぐ
む
。

(11
)
培
植
　

つ
ち
か
う
。



(12
)
来
享
　
諸
侯
が
来
朝
し
て
物
を
献
ず

る
。

(13
)
冒
昧
　
無
礼
な
。

(14
)
芹
献
　
人
に
も
の
を
贈
る
と
き
の
謙

辞
。
粗
末
な
も
の
と
の
意
。

(15
)
等

の
因
あ
り
　
注

(1
)
の
尚
豊
の
奏
の
終
り
。

(16
)
覧
た
り
　

(上
奏
文
に
)
目
を
通
し
た
、

の
意
。

一
字

の
み
を
単
純

に

用

い
る
こ
と
が
多

い
。
皇
帝

の
批
示

(指
令
)

の
慣
用
句
。

(17
)
知
道
了
　
報
告

の
お
も
む
き
承
知
し
た
、
の
意
。
皇
帝
が
上
奏
文
を
閲

覧
し
て
そ
の
内
容
を
了
知
し
た
こ
と
を
表
わ
す
批
示

(指
令
)
の
慣
用

句
。
「用
語
解
説
」
参
照
。

(18
)
看
議
　

協
議
し
か
ん
が
え
る
こ
と
。

(19
)
咨
呈
　

(形
式
上
は
対
等

で
あ
る
が
、
実
質
上
は
敬
意
を
表
す
べ
き
格

式
の
官
庁

に
対
し
て
)
通
報
す
る

(『外
交
辞
典
』)
。
引
用
は

「琉
球

国
」
よ
り
注

(24
)
ま
で
。

(20
)
尚
豊
の
咨
　

「第
だ
窮
陬

の
」
よ
り
注

(24
)
ま
で
。

(21
)
窮
陬
　
遐
陬

に
同
じ
。
辺
地
、
片
い
な
か
。

(22
)
螺
殻
　
夜
光
貝
の
殻
。
古
く
か
ら
螺
鈿
細
工
に
用
い
た
。
夜
光
貝
は
リ
ュ

ウ
テ
ン
サ
ザ

エ
科
の
大
形
の
巻
貝
で
、奄
美
諸
島
以
南
か
ら
太
平
洋
熱

帯
域

・
イ
ン
ド
洋
に
分
布
す
る
。
明
末

・
清
初
の
時
期
の
琉
球
よ
り
中

国

へ
の
進
貢
品
と
し
て
の
螺
殻
に
つ
い
て
、
宮
田
俊
彦
「琉
球

の
方
物

の

一
つ

『螺
殻
』
に
就

い
て
」

(『海

事
史
研
究
』
二
〇
号
、
昭
和
四
十

八
年
)
が
あ
る
。

(23
)
芹
曝
　
野
人

(
い
な
か
も
の
)
の
微

衷
。

(24
)
等

の
因
あ
り

注

(19
)
の
福
建
布

政
司
の
咨
呈
と
注

(20
)
の
尚
豊

の
咨

の
終
り
。

(25
)
天
啓
三
年
…
定
む
　

『明
実
録
』
同
年

三
月
丁
巳
の
条
に
記
事
が
あ
る
。

(26
)
聖
明
　

(聖
人
・天
子
が
)
非
常
に
知
徳

に
秀
れ
て
い
る
こ
と
。
天
子

の
こ
と
。

(27
)
万
斤
　

一
万
斤
に
同
じ
。

(28
)
会
典
に
…
数
　

『万
暦
会
典
』
巻

一
〇
五
、
琉
球
国
の
条

に
は

「毎
船

百
人
、
多
不
過
五
十
人
」
と
あ
る
。

(29
)
加
俸

一
級
　

官
吏
の
品
階
は
九
品
十
八
級

(
一
品
を
正
従

の
二
級
に
わ

け
る
)。
加
俸
は
官
吏

の
功
績
に
よ
る
優
待
の
制
度
で
、
加
俸

一
級
は

本
来

の
品
階
よ
り
従

一
品
上
の
俸
禄
を
支
給
す
る
こ
と
(『
万
暦
会
典
』

巻

一
二
、
吏
部

一
一
、
巻
三
九
、
戸
部
二
六
)
。

(30
)
李

(康
先
)
　
崇
禎
六
年
五
月
よ
り
八
年
正
月
ま
で
礼
部
尚
書
在
任

(『明
史
』
巻

一
一
二
、
表
)
。

(31
)
允
従
　

承
諾
し
て
そ
の
通
り
に
す
る
。

(32
)
擬
す
る
に
合
に
就
ち
行
う

べ
し
　
擬
は
予
定
す
る
、
…
す
る
つ
も
り
で

あ
る
。
全
体
で
、
当
然
、
即
時
に
実
行
す
る
予
定
で
あ
り
ま
す
、
と
の

意
。
「用
語
解
説
」
参
照
。

1-04-10

礼
部
よ
り
国
王
尚
豊
あ
て
、
冊
封
使
に
対
す
る
餽
金
を
持
ち
帰
ら
せ
る

む
ね
の
咨

(
一
六
三
五
、
二
、
二
)

礼
部
、
頒
封
の
事
竣
り
、
特
に
餽
金
を
辞
し
て
以
て
使
節
を
重
ん
ず
る
事

の
為
に
す
。

主
客
清
吏
司
の
案
呈
は
、
本
部
の
送
れ
る
礼
科
の
抄
出
を
奉
ず
る
も
の
な

り
。
琉
球
国
中
山
王
尚
豊
、
前
事
を
奏
す
る
の
内
に
称
す
ら
く
、
崇
禎
六
年


